
消費者トラブルを防ぐ法律を紹介します

京都府消費生活安全センターからのお知らせ

～景品表示法、特定商取引法、消費者契約法～

京都府消費生活安全センター 京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館２階 075-671-0004(相談) 075-671-0030(事務)

消費者と事業者間の資金力・情報量の格差のため、広告時・取引時に守るべきルー
ルや、消費者が不公正な契約を解除・取消しできるルールを定めた法律があります

その他、景品表示法では、懸賞による又は来店者や購入者全員への過大な景品類の提供を
禁止しています 景品表示法について詳しくはこちら（消費者庁HP「景品表示法」）

特定商取引法について詳しくはこちら（「特定商取引法ガイド」）

この資料は「30代からの消費生活のキホン」（消費者庁）（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/
business_education/program_02）を加工して京都府消費生活安全センターが作成

※不当表示や過大景品は、故意・過失を問わず違反があれば処分の対象となり得るので、十分に注意してください。
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